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1 指定居宅サービス事業者等に対する指導及び監査等 

 

１ 指導 

サービスの内容及び費用の請求等に関する事項について周知徹底を図るとともに、改善の必要が

あると認められる事項について適切な運用を求めるために介護保険法第２３条の規定に基づき実施

します。 

 

１）集団指導 

○ 原則として、毎年度１回、一定の場所に対象事業者を招集（ホームページへの資料掲載を含む）し、

講習会方式により指導を行います。 

２）運営指導 

○ 介護サービス事業所において、自己点検シートにより、事業者が自己点検した結果に基づき、ヒ

アリングを行うことにより実施します。 

○ 指導内容 

介護サービス事業者のサービスの質の確保・向上を図ることを主眼とし、人員、設備、運営及び介

護報酬請求について指導します。（必要に応じて過誤調整を指導する場合があります。） 

①事前に提出を求める書類等（主なもの） 

・運営規程 

・利用申込者及び家族等に対し交付し説明する「重要事項説明書」 

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（直近の１ヶ月又は４週間） 

・利用者一覧表 

・自己点検シート（人員・設備・運営編） 

・自己点検シート（介護報酬編） 

・緊急やむを得ず身体的拘束等を行っている入所(利用)者 

・業務継続計画（ＢＣＰ）に関する記録 

・虐待の防止に関する記録 

・その他※ 

※詳細については実地指導を実施する際に送付する通知文書に記載しますので、これに従って準備

をしてください。 

☆自己点検シートの活用について 

自己点検シートには制度改正の内容や注意事項などを掲載していますので、事業所の方は

必ず年に 1 回は自己点検シートによる点検を実施してください。 

２ 監査 

入手した各種情報から人員、設備及び運営基準等の指定基準違反や不正請求等が疑われ、その確

認及び行政上の措置が必要であると認める場合に、介護保険法第５章の規定に基づき実施します。 

各種情報とは、 

①通報・苦情・相談等に基づく情報 

②国民健康保険団体連合会、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情 
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③国民健康保険団体連合会・保険者からの通報 

④介護給付費適正化システムの分析により特異傾向を示す事業者情報 

⑤介護サービス情報の公表制度に係る報告の拒否等に関する情報 

等の幅広い情報であり、これらの情報から指定基準違反や不正請求等が認められる場合には、厳

正かつ機動的な対応を行います。 

※原則として、無通告（当日に通知）で立ち入り検査を実施するなど、より実効性のある方法で行い

ます。 

３ 報酬請求指導の方法 

運営指導等においては、指導担当者が、加算等体制の届出状況及び介護報酬（基本単位及び各種

加算）の請求状況について、関係資料により確認を行いますが、報酬基準に適合しない取扱い等が認

められた場合には、加算等の基本的な考え方や報酬基準に定められた算定要件の説明等を行い、適

切なサービスの実施となるよう指導するとともに、過去の請求について自己点検の上、不適切な請求

となっている部分があれば過誤調整を行い返還するよう指導します。 

 

４ 過誤調整の返還指導（※監査における不正請求は、保険者より返還命令） 

運営指導等において、過誤調整が必要と思われる場合は、原則として次のとおり取り扱います。 

 

①利用者に係る記録が全くない場合は、サービス提供の挙証責任が果たせていないため返還を指導

します。 

②基準省令及び告示に明記されている基準・加算要件等を満たしていない場合は返還を指導しま

す。 

③厚生労働省が発出した各種通知類（解釈通知、留意事項通知、Ｑ＆Ａ）の内容が遵守されていない

場合は返還を指導します。 

 

※ 上記に関わらず、平成１９年３月１日付厚生労働省介護保険指導室事務連絡『「報酬請求指導マニ

ュアル」に基づく加算請求指導に関するＱ＆Ａについて』で「解釈通知に即したサービス提供を実

施していないことにより加算本来の趣旨を満たしていない場合」は遡及しての過誤調整が「有」と

されていますので、十分御留意ください。 
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２  全国における介護保険事業者に係る行政処分の状況 
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（１）年度別ごとの状況（図4-1） 

直近５年間の指定取消・効力の停止処分の件数については、令和元年度153件、令和２年度１０９件、

令和３年度105件、令和４年度８６件、令和５年度139件と推移している。 

 

（２）サービス別ごとの状況（図4-2） 

令和５年度のサービス別ごとの指定取消・効力の停止処分件数については、居宅介護支援事業所が 

13件、地域密着型通所介護が5件となっている。 

 

（３）指定取消件数の年次推移（図5） 

 

（４）指定の効力の停止件数の年次推移（図6） 

 

（５）処分事由の適用状況（令和５年度）（図7） 
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３ 介護サービス事業所・施設の指定（許可）更新手続 

■ 指定（許可）の更新制度について 

平成18年４月１日の介護保険法の改正で、介護サービス事業所・施設の指定（許可）更新の制度が設

けられました。 

指定（許可）の有効期間満了日後も引き続き事業所・施設の運営を行う場合は、一定期間（６年）毎に

介護保険法の規定に基づく指定（許可）の更新を受ける必要があり、当該更新を受けない場合は、指定

（許可）の効力を失い、当該満了日の経過をもって事業所・施設の継続をすることができなくなりますの

で、御注意ください。 

■ 対象となる事業所・施設 

１ 全ての指定介護サービスとなりますが、瀬戸内市へ提出いただくのは、 

・居宅介護支援 

・介護予防支援 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

・夜間対応型訪問介護 

・（介護予防）認知症対応型通所介護 

・第１号訪問事業訪問介護事業所 

・第１号通所事業通所介護事業所 

・（第１号通所事業）地域密着型通所介護 

・（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

・看護小規模多機能型居宅介護 

・地域密着型特定施設入居者生活介護 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

■ 指定（許可）更新手続のスケジュール 

指定の更新申請は、指定日から６年を経過する指定有効期間満了日の前月の末日までに、更新申請

書に必要な書類を添付して提出してください。 

なお、書類の補正等が必要な場合もありますので､できるだけ早めに瀬戸内市へ提出をお願いいたし

ます。 

通常の場合の例 

指定年月日 指定有効期間満了日 「更新のお知らせ」 書類提出期限 

令和 元年 6 月 1 日 令和 ７年 5 月 31 日 令和 7 年 2 月中に発送 令和 ７年 4 月 30 日 

令和 元年 12 月 1 日 令和 ７年 11 月 30 日 令和 7 年 8 月中に発送 令和 ７年 10 月 31 日 

令和 ２年 3 月 1 日 令和 8 年 2 月 28 日 令和 7 年 11月中に発送 令和 8 年 1 月 31 日 

  

「更新のお知らせ」についての留意事項 

 「更新のお知らせ」は、市に届け出ている事業所所在地にお送りしておりますのが、なんらかの理由に

より届かない場合もあります。この場合でも、更新手続きを行わないと有効期間の満了により指定の

効力を失うことになります。各事業者において指定有効期間の確認を十分にしていただき、提出忘れ

等がないよう、十分に留意してください。 
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4  介護職員等処遇改善加算等について                ※令和７年３月１日現在 
 

 １ 介護職員等処遇改善加算に係る届出 

 

 ○ 厚生労働省は、令和7年2月7日付、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事

務処理手順及び様式例の提示について」（厚生労働省老健局長通知）を発出し、計画書や実績報告

書の様式等を示されてます。 

 ○ 市への届出については、ホームページに様式を掲載しておりますので、ダウンロードして使用のう

え、必要な届出を行ってください。 

○ 瀬戸内市以外の指定権者に対する届出等については、各指定権者にお尋ねください。  

 

（１）制度の主な変更点  

１）月額賃金改善要件  

・要件Ⅰ：月額賃金改善要件が適用開始となり、新加算Ⅳの加算額の２分の１以上を月給（基本給

又は毎月支払われる手当）の賃金改善充てることが必要 

  ・要件Ⅱ：（令和７年３月時点で新加算Ⅴ(1)・(3)・(5)・(6)・(8)・(10)・(11)・(1 2)・(14)を算

定していた事業所のみ）旧ベースアップ等加算相当の見込額の2/3以上の新規の月額賃金改善を

行うことが必要  

 

２）キャリアパス要件  

・要件Ⅰ（任用要件・賃金体系の整備等）、要件Ⅱ（研修の実施等）、要件Ⅲ（昇級の仕組み等の整備）

については、令和７度内に対応することの誓約で可とする。  

・要件Ⅴ（改善後の賃金額）の令和６年度の特例廃止 

 

 ３）職場環境等要件  

・職場環境等要件として６つの区分ごと充足状況により加算区分に反映される。（令和６年度中の緩

和措置廃止。）  

・加算Ⅰ・Ⅱ：６つの区分ごとにそれぞれ２つ以上（生産性向上は３つ以上、うち一部は必須）取り組

むとともに、情報公表システム等で実施した取組の内容について具体的に公表する。  

・加算Ⅲ・Ⅳ：６つの区分ごとにそれぞれ１つ以上（生産性向上は２つ以上）取り組む。 

 ※令和７年度中は年度内に対応することの誓約で可。  

※「介護人材確保・職場環境改善等事業」を申請している場合は、要件を満たすものとする 

 

４）加算区分  

・令和６年度の経過措置（激減緩和措置）として設けられた加算Ⅴ(1)～加算Ⅴ(14) の区分が廃

止。  

・現在、加算Ⅴ(1)～(14)を算定している事業所は、加算1～Ⅳへの変更が必要。 

 

（２）令和7年度介護職員等処遇改善加算算定に係る届出 

 ＜計画書の提出期限＞  

○令和7年４月～5月に算定を開始する場合  

令和7年４月１５日（火） 

○令和7年6月以降に算定を開始する場合  

算定開始月の前々月末日まで 

 

＜提出書類＞  

１）介護職員等処遇改善計画書（別紙様式２） 

 ○令和7年2月の厚生労働省老健局長通知で示された新様式で提出してください。  
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○別紙様式２の各シート 

 ・基本情報入力シート：このシートから入力を開始。提出不要。 

 ・別紙様式２-１総括表：最後に入力します。  

・別紙様式２-２：色付きセルを入力。要提出。  

・別紙様式２-３、2-4：介護人材確保・職場環境改善等事業を行い補助金を申請する場合に作成し 

岡山県長寿社会課へ提出。  

※濃いオレンジ色のセルに「○」が表示されない場合は要件を満たさない又は入力の場合です。 

 

 ２）介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表（体制届）  

○令和7年４月又は５月から新規に加算を算定し始める場合又は加算の区分を変更する場合。  

→該当する事業所は、体制届の提出が必要となります。  

提出期限：令和7年４月１５日（火） 

※加算Ⅴ(1)～(14)の加算区分は廃止されます。必ず加算Ⅰ～Ⅳの体制届を提出してくださ

い。 

  

 （３）変更の届出  

＜提出時期＞  

○届出を行った日の属する月の翌月から、変更後の内容に基づき算定 

 ○加算区分変更の場合は、変更後の区分で算定する月の前月１５日まで（全サービス）に届出  

＜提出書類＞  

○介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算に係る変更届出書（別紙様式4）  

○変更事項に係るもの（（１）の「必要な届出内容」欄の内容が記載されたもの）  

○介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表（体制届） 

 ※当該加算の新規取得又は加算区分が変更になる場合のみ提出が必要  

○その他必要に応じて変更内容が分かる資料  

＜提出先＞  

○提出は、指定権者ごとに行う。  

  

(４）令和6年度介護職員等処遇改善加算等の実績報告書の提出 

 ＜提出期限＞  

○令和7年３月まで加算算定した場合：令和7年７月末日 

 ○年度途中に事業廃止や算定を中止した場合：最終の加算の支払があった月の翌々月末日 

＜例：最終算定月１１月の場合、支払月は翌年１月、実績報告は翌年３月末日まで＞  

○令和６年４月・５月分の旧３加算（介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護

職員等ベースアップ等支援加算）及び６月以降の介護職員等処遇改善加算に係る届出は、「介

護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ

いて」（令和６年３月１５日老発 0315 第２号 厚生労働省老健局長通知）に基づき行うことと

なります。 

※令和7年2月中旬の厚生労働省老健局長通知で示された新様式は令和7年度実績報告からを

使用することとなります。  
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＜提出書類＞ 

介護職員等処遇改善加算等 実績報告書（別紙様式３－１、３－２、3-3）  

○令和6年３月１5日付け厚生労働省老健局長通知で示された様式で提出してください。  

＜提出先＞  

○提出は、指定権者ごとに行う。 

 

２ 介護人材確保・職場環境改善等事業  

○ 介護職員等処遇改善加算を取得している事業所のうち、生産性を向上し、更なる業務効率化や職

場環境の改善を図り、介護人材確保・定着の基盤を構築する事業所 を支援するために必要な経費

について、補助を行うものです。  

・介護職員等処遇改善加算（※１）を取得している事業所のうち、生産性を向上し、 更なる業務効率

化や職場環境の改善を図り、介護人材確保・定着の基盤を構築する事業所に対し、所要の額を補助

する。  

※１ 介護職員等処遇改善加算の更なる取得促進をあわせて実施。  

・介護事業所において、その介護職員等が、更なる生産性向上・職場環境改善のため、自身の業務を

洗い出し、その改善方策にも関与できる形とする等のための基盤構築を図る。このため、補助は、当

該職場環境改善等の経費（※２）に充てるほか、介護職員等（※３）の人件費に充てることを可能とす

る。 

 ※２ 介護助手等を募集するための経費や、職場環境改善等（例えば、処遇改善加算の職場環境要件

の更なる実施）のための様々な取組を実施するための研修等の経費など  

※３ 当該事業所における介護職員以外の職員を含む。  

○ この事業を申請している場合は、介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件を要件を満たすもの

とされます。  

○ 岡山県の事業者（介護保険法上の指定権者を問わず）に係る手続の窓口は、岡山 県子ども・福祉部

長寿社会課になります。 詳細は長寿社会課のホームページでご確認ください。 

https://www.pref.okayama.jp/soshiki/35/ （順次掲載されます） 
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5  科学的介護情報システム（LIFE）について 
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6  感染症対策について 
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7 業務継続計画（BCP）について 
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8 ハラスメント対策について 
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9 高齢者虐待等の対応について 
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10 成年後見制度について 
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11 避難確保計画について 
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12 介護保険施設・事業所における事故等発生時の対応について 

 

 介護保険サービス事業所の所在地が瀬戸内市であるもの及び所在地が瀬戸内市以外で、利用者の保

険者が瀬戸内市であるものについて、介護サービスを提供中に事故等が発生した場合、いきいき長寿

課へ報告をお願いします（第１報は３日以内）。 

 

【報告対象事故の範囲】 

（１）サービス提供による利用者又は入所者の事故等 

ア事故等とは、死亡事故の他、負傷、誤嚥・窒息、異食、誤薬、与薬もれ等で医師（施設サービスの

場合は、勤務医、配置医師の診察を含む。）の診察を受けたもの及びそれと同等の医療処置を行っ

たもの）を原則とする。（事業者側の責任や過失の有無は問わず、利用者又は入所者自身に起因す

るもの及び第三者によるもの（例：自殺、失踪、喧嘩）を含む。） 

イサービス提供には、送迎等も含むものとする。 

（２）サービス提供中の失踪事故 

（３）感染症、食中毒及び疥癬
かいせん

の集団発生 

（４）従業員の法令違反、不祥事等で利用者の処遇に影響があるもの 

（５）震災、風水害、火災その他これらに類する災害による介護サービスの提供に影響する重大な 

事故 

（６）市長から特に報告を求められた場合 

 

【報告の方法】 

メール（tyoujyu@city.setouchi.lg.jp）、持参、郵送又はFAX送信（いきいき長寿課：０８６９－２４－

８８４０） 

 

参考（事故報告フロー図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者 

 

事故発生 

 
①サービス提供による利用者の事故等 
②サービス提供中の失踪事故 
③感染症、食中毒及びかいせん 
④従業員の法令違反、不祥事等 
⑤震災、風水害、火災等 
⑥市長から特に報告 
 

 
 

事故の態様に応じ、必要な措置を迅速
に講じる 
 

 
事故の状況及び事故に際して採った処
置について記録 

連絡 

 

報告 

連絡 
 
・家族や緊急連絡先等に連絡 
 
・死亡事故等の緊急性の高い場合は、
指定権者（県・市）、所在市町村及
び保険者へ電話等で連絡する。 

 
・居宅介護支援事業者に連絡 
 （居宅サービスの場合） 
 
報告 
 
・県（所管県民局健康福祉部） 
※指定権者が県の場合 
 

・市町村（所在市町村及び保険者） 
※第一報並びに途中経過及び最終
報告 

mailto:tyoujyu@city.setouchi.lg.jp
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瀬戸内市告示第４１号 

 

 

瀬戸内市介護保険事故報告事務取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づくサービスの提供中に発生した

事故の処理及び当該事故の再発防止に資するため介護保険事業者等（以下「事業者等」という。）

が瀬戸内市（以下「本市」という。）へ行う報告に関し必要な事項を定めるものとする。 

（適用） 

第２条 この告示は、介護保険法に基づくサービスを提供する事業者等であって、その事業所の所在

地が本市であるもの及びその事業所の所在地が本市以外であって、利用者の保険者が本市であるも

のについて適用する。 

（報告先） 

第３条 報告先は、福祉部いきいき長寿課（以下「所管課」という。）とする。 

（報告対象事故の範囲） 

第４条 事業者等が市長に報告する必要がある事故は、次のとおりとし、事業者等の責任や過失の有

無は問わず、利用者に起因するもの及び第三者によるものとする。 

（１）サービス提供中(送迎、通院及び外出介護を含むサービスを提供している時間全てをいう。

以下同じ。)における死亡事故 

（２）サービス提供中における負傷、誤嚥
えん

・窒息、異食、誤薬、与薬もれ等で医師（施設サービス

の場合は、勤務医、配置医師の診察を含む。)の診察を受けたもの及びそれと同等の医療処置を

行ったもの 

（３）サービス提供中の失踪事故（利用者の所在が不明となり、事業所、施設等の敷地内で発見で

きないもの（警察への通報の有無を問わない。）をいう。） 

（４）感染症（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１

４号）に定めるもののうち一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、

新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。）、食中毒及び疥癬
かいせん

（これら

の疑いを含む。）であって、次に掲げる場合 

ア 死亡者又は重篤患者が発生した場合 

イ 有症状者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合 

ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑わ

れ、特に管理者が報告を必要と認めた場合 

（５）従業員の法令違反、不祥事等で利用者の処遇に影響があるもの 

（６）震災、風水害、火災その他これらに類する災害による介護サービスの提供に影響する重大な

事故 

（７）前各号で掲げるもののほか、市長から特に報告を求められた場合 

（第１報） 

第５条 事業者等は、報告対象となる事故等が発生した場合、事故報告書（別記様式）により、遅く

とも３日以内に市長に報告（以下「第１報」という。）を行うものとする。ただし、死亡事故等、

報告の緊急性の高いものについては、電話等により事故等発生の連絡を行い、その後速やかに事故

報告書(様式第 1号)を提出するものとする。 

（第２報以降の報告） 

第６条 事業者等は、状況の変化等必要に応じて、事故報告書により、追加の報告を行い、事故の原

因や再発防止策について、作成次第報告を行うものとする。 

（最終報告） 

第７条 事業者等は、事故処理が完結した時点で事故報告書(様式第 1号)により報告するものとする。 

（資料の提出） 

第８条 事業者等は、所管課から求められた資料を提出するものとする。 

（死亡報告） 

第９条 利用者が第 1報で報告した事故により、報告後死亡した場合は、事業者等は、速やかに報告
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書(任意様式)を提出するものとする。 

 

（所管課の対応） 

第１０条 所管課は、第１報以降の報告を受けた場合は、必要に応じて事業者等への調査及び指導を

行い、事故防止を徹底するものとする。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 
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13 瀬戸内市地域密着型サービスの利用について 

 

 地域密着型サービスの利用に関する基準を定めることにより、密着型サービスの適正な運営と介護

保険被保険者の円滑な密着型サービスの利用を実現することを目的にする。 

○他市町村から転入した者による密着型サービスの利用 

瀬戸内市地域密着型サービスの利用に関する要綱第２条より一部抜粋 

(1) 法第 8 条第 15 項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
(2) 法第 8 条第 16 項に規定する夜間対応型訪問介護 
(3) 法第 8 条第 17 項に規定する地域密着型通所介護 
(4) 法第 8 条第 18 項に規定する認知症対応型通所介護 
(5) 法第 8 条第 19 項に規定する小規模多機能型居宅介護 
(7) 法第 8 条第 21 項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護 
(9) 法第 8 条第 23 項に規定する複合型サービス 
(10) 法第 8 条の 2 第 13 項に規定する介護予防認知症対応型通所介護 
(11) 法第 8 条の 2 第 14 項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護 

 

 

被保険者となった日から利用可能 

 

○他市町村から転入した者による密着型サービスの利用 

瀬戸内市地域密着型サービスの利用に関する要綱第２条より一部抜粋 

(6) 法第 8 条第 20 項に規定する認知症対応型共同生活介護 
(8) 法第 8 条第 22 項に規定する地域密着型介護老人福祉施設 
(12) 法第 8 条の 2 第 15 項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護 

 

 

被保険者となった日から３か月経過するまで利用不可能 

 

ただし、【例外措置】として以下（１）（２）にいずれも該当する場合 

（１）利用希望している既存の待機者がいない又は既存の待機者より利用の必要性高い者 

（２）次のア～エのいずれかに該当する者 

ア 瀬戸内市に居住している 2 親等以内の親族があり、当該親族から継続的な支援が見込まれる

者 

イ 2親等※以内の親族とともに瀬戸内市に転入した者 

ウ 過去に、通算して 1年以上瀬戸内市に住所を有していたことがある者 

エ 市長が特に必要と認める場合 

 

 

様式第１号 地域密着型サービス利用承認申請書を市へ提出 

 

 

通知書送付（承認・不承認）により利用の可否 

※一親等・・・父母、配偶者の父母、子、配偶者の子 

 二親等・・・祖父母、配偶者の祖父母、兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟 
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○瀬戸内市地域密着型サービスの利用に関する要綱 

平成31年2月19日 

告示第15号 

(目的) 

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項の規定

による指定地域密着型サービス事業者の指定並びに法第115条の12第1項の規定による指定地域密

着型介護予防サービス事業者の指定に係る法第78条の2第8項及び法第115条の12第6項の条件に

ついて、地域密着型サービス(以下「密着型サービス」という。)の利用に関する基準を定めること

により、密着型サービスの適正な運営と介護保険被保険者(以下「被保険者」という。)の円滑な密

着型サービスの利用を実現することを目的とする。 

(対象サービス) 

第2条 この告示の対象となる密着型サービスは、次のとおりとする。 

(1) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

(2) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護 

(3) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護 

(4) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護 

(5) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護 

(6) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護 

(7) 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護 

(8) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設 

(9) 法第8条第23項に規定する複合型サービス 

(10) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護 

(11) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護 

(12) 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護 

(他市区町村から転入した者による密着型サービスの利用) 

第3条 前条に規定する密着型サービスの利用をすることができる者は、瀬戸内市の被保険者とする。

ただし、他市区町村から転入し新たに被保険者となった者は、前条第6号、第8号及び第12号につ

いては、被保険者となった日から3か月経過する日までは利用することができない。 

 

(例外措置) 

第4条 前条の規定にかかわらず、他市区町村から瀬戸内市に転入し被保険者となった者で次の各号

のいずれにも該当する者は、3か月を経過しなくても第2条第6号、第8号及び第12号に規定する密

着型サービスを利用することができるものとする。この場合において、密着型サービス事業者は、
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事前にいきいき長寿課に地域密着型サービス利用承認申請書(様式第1号)を提出するものとする。 

(1) 利用希望をしている既存の待機者がいない又は既存の待機者より利用の必要性が高い者 

(2) 次のアからエのいずれかに該当する者 

ア 瀬戸内市に居住している2親等以内の親族があり、当該親族から継続的な支援が見込まれる

者 

イ 2親等以内の親族とともに瀬戸内市に転入した者 

ウ 過去に、通算して1年以上瀬戸内市に住所を有していたことがある者 

エ 市長が特に必要と認める場合 

(決定) 

第5条 市長は、前条の規定により利用等の可否を決定したときには、「地域密着型サービス利用承

認(不承認)通知書」(様式第2号)により密着型サービスの事業者に通知するものとする。 

(その他) 

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成31年4月1日から施行する。 
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14 介護職員等による喀痰吸引等の実施 

 

社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、平成２４年４月１日から、一定の研修を受けた介

護職員等においては、医療や看護の連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で、

医療行為である喀痰吸引等（たんの吸引・経管栄養）の行為を実施できるようになりました。 

 

１ 制度ができた背景 

これまで、介護職員等によるたんの吸引等の医療行為は、当面のやむを得ない措置として一定の要

件の下に運用（実質的違法性阻却）されてきましたが、今回の社会福祉士及び介護福祉士法の一部改

正により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等が、業として喀痰吸引等の行為を実施でき

ることが法律上明記されました。 

 

２ 制度開始 

平成２４年４月１日 

 

３ 対象となる行為 

・たんの吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部） 

・経管栄養（胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養） 

 

４ 喀痰吸引等の行為を行う者 

・介護福祉士（平成２９年１月以降の国家試験合格者） 

・介護職員等（上記以外の介護福祉士、ホームヘルパー等の介護職員、特別支援学校教員等） 

 

５ 喀痰吸引等の行為の実施場所及び実施者 

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等の施設や、在宅（訪問介護事業所等からの訪問）などの

場において、介護福祉士や、認定を受けた介護職員等のいる登録事業者により実施されます。 

 

６ 喀痰吸引等の行為の従事者、事業所等の登録手続等 

登録研修機関にて一定の研修を修了した介護福祉士及び介護職員は、認定特定行為業務従事者とし

て、認定証の交付を受けた上で、また、上記の職員が所属する事業所は、特定行為事業者として、県

の登録を受けた上で、喀痰吸引等の行為を行うことができます。 

 

※認定特定行為業務従事者認定証の交付のみ、登録特定行為事業者の登録のみでは行為を 行えま

せん。  

※登録特定行為事業者であっても、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けていない 方は、

研修を修了していても行為を行えません。 

 

７ お問い合わせ先 

入所系施設・事業所（不特定多数の者対象）… 長寿社会課（長寿社会企画班） 

TEL 086-226-7326 

在宅系事業所（特定の者対象） … 障害福祉課（障害福祉サービス班） 

TEL 086-226-7362 

 

○制度に関する資料 

制度の概要については、下記のサイトを参照ください。 

厚生労働省ホームページ内＜喀痰吸引等（たんの吸引等）の制度について＞ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/in

dex.html 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/index.html
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○介護職員等が喀痰吸引を行うには 

１ 介護職員等に対する研修について 

喀痰吸引等の行為を実施する場合には、県又は登録研修機関が行う一定の研修を修了する必要があ

ります。研修には、特別養護老人ホームなどの施設において不特定多数の利用者に対して喀痰吸引等

の行為を行う「不特定多数の者対象研修」と、在宅や特別支援学校等において特定の利用者に対して

喀痰吸引等の行為を行う「特定の者対象研修」の２種類があります。 

 

＜不特定多数の者対象研修＞については長寿社会課ホームページへ 

http://www.pref.okayama.jp/page/420175.html 

＜特定の者対象研修＞については障害福祉課ホームページへ 

http://www.pref.okayama.jp/page/264436.html 

 

２ 認定特定行為業務従事者の認定について 

研修を修了した者は、県へ「認定特定行為業務従事者」の認定申請を行い、認定証の交付を受ける

必要があります。 

 

３ 登録特定行為事業者の登録について 

認定特定行為業務従事者が所属する福祉・介護サービス事業所は、「登録特定行為事業者」として

県へ登録申請を行う必要があります。 

※２，３とも揃わないと介護職員等が喀痰吸引等を行うことはできません。 

 

○登録研修機関について 

介護職員等に対する研修（「不特定多数の者対象」及び「特定の者対象」）を実施しようとする個人・

法人は、「登録研修機関」として県へ登録申請を行う必要があります。 

 

〇国からの通知等 ・社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について（喀痰吸引

等関係） 平成２３年１１月１１日社援発１１１１第１号 

 

 

詳しくは岡山県子ども。・福祉部長寿社会課のホームページから 

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/35/ 

 

＜介護職員等による喀痰吸引等（たんの吸引等）について＞ 

http://www.pref.okayama.jp/page/420171.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.okayama.jp/page/264436.html
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/35/
http://www.pref.okayama.jp/page/420171.html
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１5 医師法第１７条、歯科医師法第１７条及び保健師助産師看護師法第３１条の解釈 
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１6 介護支援専門員の資格管理 

 

介護支援専門員として業務に従事するためには、介護支援専門員の登録及び介護支援専門員証

（以下「専門員証」という。）の交付を受けている必要があります。 

また、平成１８年４月より専門員証の有効期間は５年間となっており、介護支援専門員として

継続して従事するためには、有効期間満了までに更新に必要となる研修を受講、修了した上で、

専門員証の更新申請手続きを行い、有効期間を更新する必要があります。 

専門員証の更新に必要な手続きを怠り、有効期間が満了した場合、介護支援専門員として業務

に従事できなくなるばかりか、所属する事業所の業務運営にも支障が生じることになります。 

なお、専門員証の更新手続きを行わず、有効期間満了後に介護支援専門員業務に従事した場合

は、介護保険法第６９条の３９第３項の規定により、介護支援専門員の登録が消除（取消し）

となることがあります。 

 

専門員証に係る資格管理（有効期間の把握・携行・研修の受講等）は、介護支援専門員本人に

より当然なされるべきものではありますが、各事業所においては、所属する介護支援専門員並び

に専門員証の交付を受けている他職種の者について、資格管理の徹底を周知いただくとともに、

研修受講に当たっての御配慮をお願いします。 

 

１ 介護支援専門員を雇用する場合 

介護支援専門員として雇用する際には、資格確認として必ず専門員証（有効期間記載、顔写真

付き）の提示を求め有効期間を確認するとともに、携行するよう指導してください。 

なお、有効期間を定める前に発行された旧登録証※１しか持っていない場合は、専門員証の更新を

行っていないため、介護支援専門員として業務に従事できません。業務に従事した場合は、登録消除

（取消）の対象となります。  

※１ 旧登録証とは、平成１８年３月３１日以前に登録された介護支援専門員に交付され、Ａ４版

と携帯用の２種で、顔写真は貼付されていません。 

 

（１）有効期間の更新が必要な介護支援専門員 

①専門員証の有効期間が令和６年１１月３０日までの介護支援専門員 

既に更新に必要となる研修を受講、修了しているか、あるいは、更新申請手続きを行ってい

るか必ず確認してください。 

 

②専門員証の有効期間が令和７年１１月３０日までの介護支援専門員 

令和６年度に開催する更新研修（実務経験者向け又は未経験者向け）を受講するよう指導し

てください。（実務経験者向けの申込期限は、令和６年３月末の予定です。） 

※ 上記①、②の介護支援専門員について、研修未受講又は未修了の場合は専門員証の更新が

できないため、有効期間満了後は介護支援専門員として配置できません。 

なお、有効期間が満了した専門員証は県に返納してください。 
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（2）登録のみ受けている介護支援専門員 

介護支援専門員として業務に従事するためには、登録とは別に専門員証の交付を受けている

ことが必要です。専門員証の交付は、登録から５年間は随時交付可能なため、専門員証の交

付申請を行うように指導してください。なお、申請から交付までは約１か月間を要しますの

でご留意下さい。 

（3）更新に係る研修を未受講・未修了で、有効期間が満了した介護支援専門員 

再研修（年１回１月～３月に開催）を受講、修了後、専門員証の交付を受ければ、業務に従

事することができます。 

（4）他の都道府県で登録されている介護支援専門員 

資格に関する各種届出・申請は、登録先の都道府県に行うことになります。（岡山県で更新に

係わる研修を受講していても、申請は登録先の都道府県に行うことになります。） 

岡山県内の事業所で配置されている（配置予定も含む）場合は、岡山県への登録の移転が可

能です。 

 

２ 介護支援専門員を雇用している場合 

（１）有効期間の更新が必要な介護支援専門員 

①専門員証の有効期間が令和６年１１月３０日までの介護支援専門員 

既に更新に必要となる研修を受講、修了しているか、あるいは、更新申請手続き 

を行っているか必ず確認してください。 

②専門員証の有効期間が令和７年１１月３０日までの介護支援専門員 

令和６年度に開催する更新研修（実務経験者向け）を受講するよう指導してくだ 

さい。（実務経験者向けの申込期限は、令和６年３月末の予定です。） 

※ 上記①、②の介護支援専門員について、研修未受講又は未修了の場合は専門員証   

の更新ができないため、有効期間満了後は介護支援専門員として配置できません。 

なお、有効期間が満了した専門員証は県に返納してください。 

 

3 主任介護支援専門員について 

平成２８年度から主任介護支援専門員も５年更新制になり、主任介護支援専門員更新研修を受

講して更新する必要があります。 

主任介護支援専門員研修の修了日から５年以内に更新研修を修了していなければ、主任介護支

援専門員としての業務ができなくなりますので、必ず期限内に研修を修了してください。 

受講要件など、研修の詳細については、長寿社会課のホームページを確認してください。 

 

４ 介護支援専門員の受講すべき研修・各種届出について 

下記ホームページでご確認いただくか、ご連絡ください。 

URL：http://www.pref.okayama.jp/soshiki/35/ 

〒７００－８５７０（住所不要） 

岡山県子ども・福祉部長寿社会課 長寿社会企画班 ケアマネ登録係 

TEL０８６－２２６－７３２６（直通） FAX０８６－２２４－２２１５ 
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質  問  票 

令和  年  月  日 

施設名 

事業所名 

 

サービス種別 

 

 事業所番号  

所在地 

 

 

電話番号 

 

 FAX番号  

担当者名 

 

氏名            職名 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAX ０８６９－２４－８８４０ 

メールアドレス tyoujyu@city.setouchi.lg.jp 


